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○千歳市育成畜舎条例施行規則 

昭和42年11月11日規則第30号 

改正 

昭和47年７月６日規則第28号 

昭和52年２月24日規則第12号 

平成３年10月16日規則第41号 

平成６年５月１日規則第42号 

平成14年12月30日規則第66号 

平成17年４月１日規則第26号 

千歳市育成畜舎条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千歳市育成畜舎条例（昭和42年千歳市条例第34号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（申請及び承認） 

第２条 条例第４条第１項の承認を受けようとする者は、千歳市育成畜舎利用承認申請書（第１号

様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、千歳市育成畜舎利用承認書（第２号様式）

を当該申請者に交付する。 

（退舎届） 

第３条 前条の規定により利用の承認を受けた者が、承認を受けた利用期間の途中において利用を

中止しようとするときは、あらかじめ退舎届（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

（使用料の減免） 

第４条 条例第８条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、千歳市育成畜舎使用料減免

申請書（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは千歳市育成畜舎使用料減免通知書（第５

号様式）を交付する。 

（指示等） 

第５条 市長は、入舎している牛の疾病、傷害その他の理由により、育成畜舎の管理に支障がある

と認めるときは、当該牛の所有者に対し必要な指示をし、又は退舎を命ずることができる。 

２ 前項の場合において、退舎を命じられた牛の所有者は、直ちに当該牛を退舎させなければなら
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ない。 

（指定管理者による管理） 

第６条 条例第11条第１項の規定により指定管理者に牧場の管理を行わせる場合にあっては、第２

条、第３条及び第５条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。 

附 則 

この規則は、昭和42年11月11日から施行する。 

附 則（昭和47年７月６日規則第28号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年７月１日から適用する。 

附 則（昭和52年２月24日規則第12号） 

この規則は、昭和52年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年10月16日規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年５月１日規則第42号） 

この規則は、平成６年５月15日から施行する。 

附 則（平成14年12月30日規則第66号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成15年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市規則の各規定により作成されている

様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成17年４月１日規則第26号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市育成畜舎条例施行規則の規定により

作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第２条関係） 
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第３号様式（第３条関係） 
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第４号様式（第４条関係） 
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第５号様式（第４条関係） 

 


